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�愛媛県告示第９１６号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）

第３条第１項の規定により、平成２３年７月８日次のとおり愛媛県県

税証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更を許可した。

平成２３年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９１７号
次の診療所は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８

号）第１条第１項の規定による救急診療所である。

平成２３年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９１８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２３年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９１９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２３年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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告 示

指定

番号

売りさばき人

氏 名

変 更 事 項

新 旧

２５ 愛媛県猟友会
川上支部
今宮 雅司

１ 売りさばき人住所
大洲市肱川町予子
林１８２５番地

２ 代表者氏名
今宮 雅司

３ 売りさばき所
大洲市肱川町予子
林１８２５番地

１ 売りさばき人住所
大洲市肱川町宇和
川１５００番地

２ 代表者氏名
松本 金次郎

３ 売りさばき所
大洲市肱川町宇和
川１５００番地

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

片木脳神経外科 今治市別名２７４番地 医療法人隆典会
平成２６年
７月２１日
まで

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人きらり デイサービスセンターかおり 愛媛県伊予郡松前町大字筒井１５７９番地
１ 平成２３年６月１日 通所介護

株式会社リビング・サポート研究所 デイサービス媛達磨 愛媛県西条市丹原町池田２４３番地３ 平成２３年６月１日 通所介護

株式会社櫻笑会 デイサービスセンター櫻 愛媛県松山市別府町４４７番地２ 平成２３年６月８日 通所介護

有限会社ケアホームマルニ ケアホームマルニ 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城２２８１番
地１ 平成２３年６月１４日 通所介護

毎週（火・金）曜日発行 第２２８６号 平成２３年７月２２日

平成２３年７月２２日金曜日 第２２８６号

愛 媛 県 報

６２９
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�愛媛県告示第９２０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２３年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９２１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２３年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９２２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次のとおり指定介護療養型医療施設の指定を辞退する旨の届出があった。

平成２３年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９２３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２３年７月２２日

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

株式会社介護企画・和 居宅介護支援事業所ヴィオラ 愛媛県松山市吉藤四丁目４－３６メゾン
田房２０２号 平成２３年６月１日 居宅介護支援

株式会社日本サンアンドグリーン サポートあい三芳事業所 愛媛県西条市三芳７７０番地１ 平成２３年６月１日 居宅介護支援

社会福祉法人くりのみ会 居宅介護支援事業所くりのみ土居 愛媛県四国中央市土居町津根３００８番地
１ 平成２３年６月１日 居宅介護支援

株式会社櫻笑会 指定居宅介護支援事業所櫻 愛媛県松山市別府町４４７番地２ 平成２３年６月８日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社さんわ 宅老所さんわ指定通所介護事業所 愛媛県松山市高山町５番８号 平成２３年６月１日 介護予防通所介護

医療法人きらり デイサービスセンターかおり 愛媛県伊予郡松前町大字筒井１５７９番地
１ 平成２３年６月１日 介護予防通所介護

株式会社櫻笑会 デイサービスセンター櫻 愛媛県松山市別府町４４７番地２ 平成２３年６月８日 介護予防通所介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

社会福祉法人幸楽 社会福祉法人幸楽居宅介護支援事業所 愛媛県東温市見奈良１１５３番地 平成２３年５月３１日 居宅介護支援

指定介護療養型医療施設の開設者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設
辞退年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人愛光会 長井内科・胃腸科医院 愛媛県松山市築山町７番１１号 平成２３年５月３１日 介護療養型医療施
設

愛 媛 県 報平成２３年７月２２日 第２２８６号

６３０
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愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ姫原 松山市姫原二丁目甲
３５４番 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

住友信託銀行株式会
社
代表取締役
森田 豊

住友信託銀行株式会
社
代表取締役
常陰 均

平成１９年
１１月２７日

平成２３年
７月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ、株式
会社メディコ二十一
ほか ６者

株式会社フジ、株式
会社レデイ薬局ほか
６者

平成２２年
９月１日
外

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第９２４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２３年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ姫原 松山市姫原二丁目甲
３５４番 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻 午前９時 午前７時 平成２３年

８月１日
平成２３年
７月１２日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時から午前０
時１５分まで

午前６時４５分から午
前０時１５分まで

荷さばき施設において荷さば
きを行うことができる時間帯

午前７時３０分から午
後５時３０分まで

午前６時から午後８
時まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第９２５号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

愛 媛 県 報平成２３年７月２２日 第２２８６号

６３１
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調書を縦覧に供する。

平成２３年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（東予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

新居浜市垣生６丁目４－３３

石 井 晴 良

新居浜市垣生５丁目１－１５

合 田 義 博

新居浜市垣生６丁目７－６５

三 宅 弘 志
垣 生 垣生漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

平成２３年７月２２日から同年８月５日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

東予地 方 局 管 内 の 加 入 区 東予地方局産業経済部水産課

�愛媛県告示第９２６号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

平成２３年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（中予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

松山市津和地３３３

金 子 光 雄

松山市二神甲３６２

山 本 洋 子

松山市元怒和甲９９９

金 元 繁 典
中 島 三 和 中島三和漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

平成２３年７月２２日から同年８月５日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

中予地 方 局 管 内 の 加 入 区 中予地方局産業経済部水産課

�愛媛県告示第９２７号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２３年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１９）第４８０８号 平成１９年
８月２４日 新浜ブロック工業� 三宅 忠志 四国中央市妻鳥町７－１ 平成２３年

６月６日

土木工事業、建築工事業
とび・土工工事業
ほ装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１９）第１５２１２号 平成１９年
１２月１８日 石黒建設 石黒 勉 西条市中奥１－９－３ 平成２３年

６月６日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２１）第９４１９号 平成２２年
１月２１日 �日電 日浅 博之 今治市町谷甲６８１－１２ 平成２３年

６月１５日 消防施設工事業 建設業の廃止
（一部）

愛 媛 県 報平成２３年７月２２日 第２２８６号

６３２



��������������

�������
�愛媛県告示第９２８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

北条市北条土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２３年７月２２日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第９２９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、宇和島市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・内田地区）の施行に平成２３年７月１２

日同意した。

平成２３年７月２２日

愛媛県南予地方局長 山 本 龍 典

�������
�愛媛県告示第９３０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、宇和島市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・鴨田地区）の施行に平成２３年７月１２

日同意した。

平成２３年７月２２日

愛媛県南予地方局長 山 本 龍 典

�愛媛県告示第９３１号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２３年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

（特－２２）第９８５８号 平成２２年
６月１６日 今治新港湾� 御手洗 安 今治市東鳥生町５－１４ 平成２３年

６月３０日

土木工事業
とび・土工工事業
鋼構造物工事業
しゅんせつ工事業

建設業の廃止

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 北 尾 安 弘 松山市北条９８３番地

〃 野 村 忠 利 松山市北条９４１番地１

〃 北 尾 幸 一 松山市北条１１０９番地

〃 � 井 久 男 松山市北条９５５番地

〃 豊 田 英 一 松山市北条８１９番地

〃 森 田 務 松山市北条５６１番地３

〃 伊 田 稔 松山市北条９４０番地

〃 森 田 浩 敏 松山市北条３６２番地８

監 事 越 智 眞之助 松山市北条４５２番地６

〃 野 村 峯 雄 松山市北条５１２番地

〃 北 尾 幸 一 松山市北条１１０９番地

〃 樽 井 久 男 松山市北条９５５番地

〃 高 橋 貞 親 松山市北条５２２番地３

〃 森 田 務 松山市北条５６１番地３

〃 伊 田 稔 松山市北条９４０番地

〃 高 橋 次 雄 松山市北条５１６番地

監 事 越 智 眞乃助 松山市北条４５２番地６

〃 野 村 峯 雄 松山市北条５１２番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 北 尾 安 弘 松山市北条９８３番地

〃 野 村 忠 利 松山市北条９４１番地１

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１８）第１７４７号 平成１８年
９月２０日 川上建設� 藤田 豊樹 大洲市肱川町名荷谷２２２１ 平成２３年

６月１日 電気通信工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１９）第１６２６１号 平成２０年
３月１９日 �若葉 上甲久美子 宇和島市長堀２－２－２９ 平成２３年

６月２日

建築工事業、大工工事業
左官工事業、屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
鉄筋工事業、板金工事業
ガラス工事業、塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
熱絶縁工事業、建具工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１８）第４１７２号 平成１８年
８月３０日 �丸和組 宇都宮洋次 西予市宇和町明石１４８９ 平成２３年

６月６日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１８）第１１１８６号 平成１８年
７月１０日 �吉村建設 吉村 壽泰 南宇和郡愛南町中川７０８ 平成２３年

６月２０日 土木工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１９）第４９３７号 平成１９年
１１月９日 中岡工務店 中岡 幸男 北宇和郡鬼北町大字芝４６

５
平成２３年
６月２７日 建築工事業 建設業の廃止
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訓 令

公 告
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�愛媛県訓令第１３号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２３年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県文書管理規程の一部を改正する訓令

愛媛県文書管理規程（平成４年愛媛県訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（文書の作成）

第１９条 文書の作成は、次に掲げるところにより行わなければなら

ない。

�・� 省略

� 用語は、送り仮名の付け方（昭和４８年６月内閣告示第２

号）、一般の社会生活において現代の国語を書き表すための漢

字使用の目安を定める等の件（平成２２年１１月内閣告示第２

号）、現代仮名遣い（昭和６１年７月内閣告示第１号）及び外来

語の表記（平成３年６月内閣告示第２号）の定めるところによ

ること。ただし、人名、地名等これらの定めるところによるこ

とが適当でないと認められるものについては、この限りでな

い。

（文書の作成）

第１９条 文書の作成は、次に掲げるところにより行わなければなら

ない。

�・� 省略

� 用語は、送り仮名の付け方（昭和４８年６月内閣告示第２

号）、一般社会生活において現代の国語を書き表すための漢字

使用の目安を定める等の件（昭和５６年１０月内閣告示第１号

）、現代仮名遣い（昭和６１年７月内閣告示第１号）及び外来

語の表記（平成３年６月内閣告示第２号）の定めるところによ

ること。ただし、人名、地名等これらの定めるところによるこ

とが適当でないと認められるものについては、この限りでな

い。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２３年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２３年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２３年６月１６日 特定非営利活動法人
セルプメイト 村 上 幸 久 松山市福音寺町４４４－８ この法人は、会員が持つ技術や知識及び経験を

活かすことにより、障がいを持つ人々に対して、
賃金水準の向上及び就職に役立つ技術や知識の
習得のための支援事業を行い、障がい者と健常
者が互いに協力し合いながら幸せな生活を共に
できる社会の実現、福祉の増進及び経済の発展
に寄与することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２３年６月２３日 特定非営利活動法人
ハートリンク愛媛 眞 鍋 文 樹 松山市平田町８５３番地 この法人は、広く一般市民に対して、障害児

（者）・発達障害児（者）教育支援、放課後活
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動などによる子育て支援、カウンセリング等相
談支援、学習会・後援会を通した障害及び発達
障害児（者）教育・理解啓発、障害児（者）の
生活支援、障害児（者）自立のための支援、こ
れらの活動を行う為の助言・援助に関する事業
を行う。また、障害・発達障害児（者）の福祉
の増進・自立のための施設運営を行い、社会の
理解によるノーマライゼーション社会の実現に
寄与することを目的とする。

平成２３年７月２２日 発行
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